
別表２ 

大分県立美術館利用料金 
 

１ 展示室 Ａ 

（単位：円） 

区      分 

 

利用料金（１日） 

利用面積 

全体の場合 3/4 の場合 1/2 の場合 1/4 の場合 

展示室 Ａ 37,000   27,750    18,500  9,250  

備考 １ 学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校をいう。）並びに学校教育関係

団体及び芸術・文化団体で知事の承認を得て公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が定める

ものが主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００分

の５０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

備考 ２ 入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価を

いう。）を徴収する場合及び営利目的で利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００

分の１４０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

 

２ 展示室 Ｂ 

（単位：円） 

区      分 

 

利用料金（１日） 

利用面積 

全体の場合 3/4 の場合 1/2 の場合 1/4 の場合 

展示室 Ｂ 37,000   27,750    18,500  9,250  

備考 １ 学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校をいう。）並びに学校教育関係

団体及び芸術・文化団体で知事の承認を得て公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が定める

ものが主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００分

の５０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

備考 ２ 入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価を

いう。）を徴収する場合及び営利目的で利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００

分の１４０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

 

３ アトリウム  

（単位：円） 

区      分 

利用料金（１日） 

250 ㎡以内

を利用する

場合 

 

250 ㎡を超

え 500 ㎡以

内 を 利 用

する場合  

500 ㎡を超

え 750 ㎡以

内を利用

する場合  

750 ㎡を

超えて利

用する場

合  

アトリウム 4,800  9,500  14,300  19,000  

備考 １ 学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校をいう。）並びに学校教育関係

団体及び芸術・文化団体で知事の承認を得て公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が定める

ものが主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００分

の５０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

備考 ２ 入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価を

いう。）を徴収する場合及び営利目的で利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００



分の１４０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

 

４ 研修室 

（単位：円）         

区      分 利用料金（１時間） 

研修室 1,200  

備考 １ 学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校をいう。）並びに学校教育関係

団体及び芸術・文化団体で知事の承認を得て公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が定める

ものが主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００分

の５０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

備考 ２ 入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価を

いう。）を徴収する場合及び営利目的で利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００

分の１４０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

 

５ アトリエ 

（単位：円） 

区      分 利用料金（１時間） 

アトリエ 1,200  

備考 １ 学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校をいう。）並びに学校教育関係

団体及び芸術・文化団体で知事の承認を得て公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が定める

ものが主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００分

の５０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

備考 ２ 入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価を

いう。）を徴収する場合及び営利目的で利用する場合の利用料金の額は、上記利用料金の額に１００

分の１４０を乗じて得た額とする（１０円未満切捨）。 

 

６ 駐車場 

（単位：円） 

駐車時間 利用料金 

30 分以内 無料  

30 分を超え 1 時間以内 200  

1 時間を超え 30 分ごと 100  

備考 １ 大分パーキングネットが発行する大分市中心部共通駐車券により駐車場を利用した場合の利用

料金は、１時間につき１７０円とする。 

備考 ２ 23:00 から翌朝 8:00 までの間、駐車場を利用した場合の料金は、９００円を上限とする。 

 

７ 観覧料 

（単位：円） 

区      分 

 

利用料金（１人１回） 

一般 大学生・高校生 

所蔵作品展 
個人 300     200  

団体（20人以上） 250  150 

 



備考  １  「大学生・高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒

及びこれらに準ずる者をいう。  

備考  ２  小学校及び中学校の児童又は生徒 (これらに準ずる者を含む。 )並びに未就学児

が観覧する場合の利用料金は、徴収しない。   

備考  ３  県内の高等学校の生徒 (これに準ずる者を含む。 )並びに県内の小学校、中学校

及び高等学校の児童又は生徒 (これらに準ずる者を含む。 )を引率する者が学校の

教育課程に基づく教育活動として観覧する場合の利用料金は、徴収しない。  

備考  ４  知事が別に定める障害者等及びその付添人等が観覧する場合の利用料金は、徴

収しない。  

備考  ５  企画展の観覧料については、主催者が別途定めるものとする。  


